
シリーズ防災　  　時節に応じた防災に関する知識や対策を発信します。質問や要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　　　　高森町役場　総務課　防災官　吉田　　☎６２－１１１１　内線１１４

４  土砂災害

① ハザードマップ
　　Ａ４版の冊子で、防災
　に関する事項をまとめて
　記載しています。

② 土砂災害の種類、兆候
　右の表をご覧ください。

項　目 説　明 兆　候 こんな所が危険

土石流

山腹や川底の石や土
砂が、大量の雨水と
いっしょに津波のよ
うに襲ってくるもの。

○山鳴りや立木の裂ける音、石
　のぶつかり合う音が聞こえる。
○川が急に濁ったり、流木が混
　ざる。

○谷川に大きな石があるところ。
○裏山に急な谷川があるところ。
○過去に谷を流れた土石流が谷の
　出口に滞積してできた扇状地の
　ところ。

崖崩れ

斜面が突然崩れ落ち
るもので、崩れた土
砂は斜面の高さの２
～３倍まで達するこ
ともある。

○崖に亀裂が入る。
○崖からの水が濁る。
○小石がパラパラと落ちてくる。
○木の根が切れる音がする。

○崖にひび割れがある。
○崖の上部がせり出している。
○急な崖で高いところ。
○崖から水が噴出している。

地すべり

地下水が粘土などの
やわらかい層にしみ
込み、そこから上の
層が滑り落ちるもの。

○水面や井戸の水が濁る。
○斜面から水が噴出す。
○家や擁壁、樹木や電柱が傾く。

○地面に段差や亀裂があるところ。
○樹木や電柱が傾いているところ。

　
こ
の
度
の
熊
本
地
震
の
よ
う

に
、災
害
等
に
あ
っ
た
と
き
は
、

申
告
や
納
付
な
ど
の
期
限
を
延

長
し
た
り
、
納
税
を
一
定
期
間

猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
申
告
等
の
期
限
の
延
長

　

災
害
等
の
理
由
に
よ
り
申

告
・
納
付
な
ど
を
そ
の
期
限
ま

で
に
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の

災
害
等
が
止や

ん
だ
日
か
ら
2
ヶ

月
以
内
の
範
囲
で
そ
の
期
限
が

延
長
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
は
、
地
域
指
定
に
よ

る
場
合
と
個
別
指
定
に
よ
る
場

合
と
が
あ
り
ま
す
。

▼ 

地
域
指
定

　
災
害
に
よ
る
被
害
が
広
い
地

域
に
及
ぶ
場
合
は
、
国
税
庁
長

官
が
延
長
す
る
地
域
と
期
日
を

定
め
て
告
示
し
ま
す
の
で
、
そ

の
告
示
の
期
日
ま
で
に
申
告
・

納
付
な
ど
を
す
れ
ば
よ
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

▼
個
別
指
定

　
所
轄
税
務
署
長
に
申
告
・
納

付
な
ど
の
期
限
の
延
長
を
申
請

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
災
害
等
に
よ
り
財
産
に
相
当
の
損
失

を
受
け
た
と
き
は
、
所
轄
税
務
署
長
に

申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
と

お
り
納
税
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

国
税
だ
よ
り
（
申
告
・
納
付
等
の
期
限
延
長
措
置
）

損失を受けた日に納期限が到来していない国税
猶予の対象となる国税 猶予期間

<イ>損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 納期限から1年以内
<ロ>所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人
税・地方法人税・消費税の中間申告分

確定申告書の提出期限
まで

注：上表イ・ロとも災害等が止
や

んだ日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

既に納期限の到来している国税
猶予の対象となる国税 猶予期間

一時に納付することができないと認められる国税 原則として1年以内

■
納
税
の
猶
予

■
納
税
の
猶
予

　
災
害
に
よ
り
相
当
な
損
失
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
復
旧
に
必
要
な
資

金
の
借
り
入
れ
の
た
め
に
使
用
す
る
場

合
に
は
、
納
税
証
明
書
の
交
付
の
手
数

料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

税

福

福　
祉

年
金
だ
よ
り（
保
険
料
納
付
に
つ
い
て
）

と
、
強
制
徴
収
の
手
続

き
に
よ
っ
て
督
促
を
行

い
ま
す
。
指
定
さ
れ
た

期
限
ま
で
に
納
付
が
な

い
場
合
は
、
延
滞
金
が

課
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
、
納
付
義
務
の
あ

る
人
（
被
保
険
者
本

人
、
連
帯
し
て
義
務
を

負
う
配
偶
者
及
び
世
帯

主
）
の
財
産
を
差
し
押

さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
早
め
の
納
付

を
お
願
い
し
ま
す
。
所

得
が
少
な
い
な
ど
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
免
除
制
度
や
猶

予
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
窓
口
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

年金相談は
完全予約制です

熊本東年金事務所
☎096－367－2503

毎月第４金曜日
１０時～１５時
高森総合センター

　
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
保
険
料
は
日
本
年
金
機
構
が

送
付
す
る
納
付
書
に
よ
り
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の

納
付
、
便
利
で
お
得
な
口
座
振

替
も
あ
り
ま
す
。
日
本
年
金
機

構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
な

い
人
へ
、電
話
、書
面
、相
談
に

よ
り
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く

よ
う
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る

期間 国民年金保険料
平成28年4月～平成29年3月 １６,２６０円　(月額)

　7 月から、後期高齢者医療被保険者を対象
に、歯科口腔健診の助成が始まります。
　身体の健康と併せてお口の中の健康を保つ
ことは、口腔機能の低下予防や歯周病、肺炎
などの漸進的な病気の罹患予防になります。
　毎年１回「歯科口腔健診」を受けましょう。
【実施期間】平成 28年７月 1日～
       平成 29年3月31日
【健診場所】みもり歯科医院、片山歯科医院
【対 象 者】後期高齢者医療被保険者
【自己負担金】400円
【検査項目】問診、歯、入れ歯の状況、かみ合
わせ、口腔内の異常、飲みこむ機能の評価など
【受診方法】国民健康保険の窓口にて受診券
を受け取り、健診場所にて受診してください。

問 健康推進課　国民健康保健係
☎（62）1111　内線 127・ 128

歯と口の健診のご案内 問 

住
民
福
祉
課  

福
祉
係 

　

  

☎（
62
）１
１
１
１

　

  

内
線
１
３
２

熊本県から自動車税納期変更のお知らせ

　平成 28 年熊本地震の影響に伴い、自動車税の納期を5月から8月に変更しました。今年度の納税通知書は 8月上旬に発送の予定です。障がい
をお持ちの人で、今年度も継続して減免を受ける人に送付する『自動車税減免継続通知書』も8月上旬発送予定です。車検は平成 27年度分の自動
車税の納税証明書 （継続検査用）は有効期限を延長しますので、8月30日 （口座振替ご利用の場合は9月15日 )まで、そのままご利用になれます。

平成 28年度の自動車税の納期は8月1日～8月31日です。

問 熊本県県北広域本部　税務課　☎０９６８－２５－４１２４

税　
務
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